
 

九州大学学生後援会 

令和5年度災害の被災者に対する支援助成募集要項 

 

１. 応募資格  

父母等が九州大学学生後援会に入会している学生で、学生または保護者等が災害救助法適用地域に居住し

住家に一部損壊等の被害があった者。 

 

２. 助成金額（返還の義務はありません） 

１０万円、２０万円または３０万円 （被害の程度により判定） 

３. 応募方法 

助成の支給を受けようとする者は、「４．提出書類」を「６．提出先」へ提出してください。 

提出書類については、郵送でも受付けます。「６．提出先」へ直接送付ください。 

４. 提出書類 

① 災害の被災者に対する支援助成申請書（指定用紙） 

② 罹災証明書 

 

◆ ②の書類については、授業料免除申請もしくは日本学生支援機構奨学金の緊急応急採用のため、

すでに大学に提出している書類の閲覧に同意できる方は、提出不要です。 

 

◆ ①の指定用紙は，九州大学学生後援会ＨＰからダウンロードできます。 

学生後援会ＨＰ→ https://kouenkai.student.kyushu-u.ac.jp/Kinkyu.html 

５. 提出期限 

令和6年２月１９日（月）１７時必着 

６. 提出先 

各学部（府）等学生係窓口 または 九州大学学生後援会窓口（センター１号館２階８番窓口） 

郵送先 ： 〒819-0395福岡市西区元岡744センター１号館２階 九州大学学生後援会 

※郵便事情等で提出期限までの送付が困難な場合は、下記の問合せ先にご相談ください。 

７. 採否通知 

決定次第、応募者全員へ通知 

 

８. その他 

本支援助成事業への応募の有無に関わらず、家計が急変し、生活の維持が極めて困難である場合は、別に

募集する令和5年度緊急支援助成（Ⅱ期）または令和6年度緊急助成（Ⅰ期）に出願でき、併給することも可能

です。 

 

【 問合せ先 】 

九州大学学生後援会事務局 

T E L：０９２－８０２－５９６８ 

E-Mail：gaggkouenkai@jimu.kyushu-u.ac.jp 


